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地域保健課業務概要 
 

 

１ 母子保健事業 

母子保健は、ハイリスクアプローチのみでなく、ポピュレーションアプローチとして

妊娠・出産・子育て期にわたる切れ目ない支援を行うことを目的に事業を実施している。 

両親学級、妊婦健康相談、乳児健康相談、妊産婦・乳児健康診査、1 歳 6 か月児健康

診査、3歳児健康診査等を実施し、母親並びに乳児及び幼児の健康の保持増進を積極的に

推進し、令和 3年度から新生児聴覚検査への助成を開始した。 

また、核家族の増加や地域のつながりの希薄化による母子の孤立化を防ぐため、母子

を支援するための相談や教育を行なった。 

さらに、母子保健事業全体を通して様々な機会をとらえ、児童虐待の未然防止を目的

に育児不安等の解消及び虐待の早期発見に努めた。 

なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、一部内容を変更し実施した。 
 

２ 成人保健事業 

人口の高齢化や都市化の進展などに伴って、健康に影響を与える要因は複雑かつ多様

化してきており、運動不足や栄養の偏りから糖尿病や高血圧、脂質代謝異常等の生活習

慣病が増加するなどの問題が生じている。 

生活習慣病の予防は、健康意識の向上や生活習慣の改善、疾病の早期発見、早期治療

が必要であり、これらを推進するため、各人の健康づくりの自覚と意識の向上を促すた

めの教育、健康の保持増進のための相談や訪問などを行った。 

さらに、生涯を通じ身近な公園で手軽に出来る運動習慣を身につけられることを目的

に実施している公園を活用した健康づくり事業は、34か所で実施した。 

また、船橋市地域・職域連携推進協議会は、地域保健と職域保健の連携を図り、生涯

を通じた健康づくりを推進するため、令和 3 年度は、従来から取り組むべきテーマに加

えて、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の徹底を最重点課題として取り組んだ。       

また、ホームページを開設し、「健康づくりのためのお役立ちガイド」を作成した。 
 

３ 栄養保健事業 

乳幼児期からの望ましい食習慣により、生涯の健康維持・増進につなげることが重要

となる。生活習慣病の予防のための減塩・野菜摂取などを実践できるように啓発を行う

とともに相談事業を行った。 

また、市民が外食等においても健康的な食事ができるよう食環境の整備を図るための

「ふなばしＭＯＲＥべジ協力店」推進事業を実施した。 

食育推進計画に基づく市内の食育の推進のため、庁内食育関係各課及び市内食育関係

団体等との連携により、６月の食育月間に食育展を開催した。 

 

４ 歯科保健事業 

人口の高齢化が進む中で、将来に向けて乳幼児から歯の健康づくり対策を継続的かつ

系統的に推進することが必要である。歯・口腔の健康を保つためには予防が大切であり、

歯科保健に関する正しい知識の普及・啓発、歯科疾患の早期発見や歯・口腔の機能の保

持・増進に努め、生涯にわたり自分の歯で食事が出来ることを目的に事業を実施した。 
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５ 栄養指導事業 

特定給食施設等に対し、栄養管理について個別巡回指導を行うとともに、給食施設設

置者・管理者及び従事者の資質の向上を図るための研修会を実施している。また、国民

の身体状況や栄養摂取量等の状況を明らかにし、国民の健康増進の総合的な推進を図る

基礎資料を得るための国民健康・栄養調査等、並びに食品の栄養成分表示等の相談・指

導、及び調理師免許、管理栄養士・栄養士免許の交付事務等を行っている。 

 

６ 保健センター管理運営業務 

市民の健康を保持・増進するため、市内 4 か所にある保健センター（中央・東部・北

部・西部）において、妊産婦・乳幼児の保健指導、健康診査、健康増進、栄養の改善、

歯科保健等を、地域に密着した拠点として保健サービスを総合的に行なった。 

 

７ 千葉県肝炎治療特別促進事業 

B 型及び C 型肝炎に対する抗ウイルス治療（インターフェロン治療、インターフェロ

ンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療）への公費による助成制度を実施している。 

 

８ 難病対策事業 

難病法に基づく指定難病医療費助成制度、千葉県特定疾患治療研究事業及び千葉県先

天性血液凝固因子障害等治療研究事業等の千葉県実施の事業に係る窓口業務並びにそれ

に伴う事務処理を行っている。 
難病患者及びその家族に対する相談支援については、窓口・電話・訪問による相談及

び関係機関と連携をとりながら療養者の状況やニ－ズに応じた支援を行っているほか、

地域の保健師や看護師等を訪問相談員として委嘱し、訪問支援を行っている。 

また、「難病患者と家族のつどい」、個別医療相談等を企画、実施しているほか、神経

難病患者の療養環境を取り巻く様々な課題に対応するため、平成 25年度に地域の神経内

科医及び在宅診療に携わる医師と意見交換会を開催し、さらに平成 26年度には介護支援

専門員、訪問看護、病院ケースワーカーの代表者を加え、「ふなばし神経難病サポートネ

ットワーク」を立上げ、課題の解決や医療連携のあり方について検討してきた。神経難

病だけでなく、幅広い難病患者に関する支援を広く検討する場として、令和 2 年度に難

病対策地域協議会を立ち上げた。 

 

９ 小児慢性特定疾病児童等支援事業 

慢性疾患を抱え、その治療が長期間にわたる子どもやその家族について、児童福祉法

に基づく小児慢性特定疾病医療費の支給に係る窓口業務やそれに伴う事務処理を行って

いる。 

また、児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病児童等自立支援事業として、窓口・電話・

訪問による相談支援及び講演会・交流会等を行っている。 

さらに、平成 27年度より地域における小児慢性特定疾病児童等の支援内容等について、

医師、歯科医師、薬剤師、訪問看護師、教育・福祉・保健関係職員と「慢性疾病児童等

の地域支援に関する意見交換会」を開催し、連携を図ってきた。令和 2 年度に患者会、

障害児施設を加え、慢性疾病児や医療的ケア児の地域における課題や支援を検討する場

として、慢性疾病児童等地域支援協議会を立ち上げた。 
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１０ 難病患者援助金支給事業 

難病患者の費用負担の軽減を図り、難病患者の福祉の増進に資することを目的とする

市の単独事業として、千葉県特定医療費（指定難病）受給者証、船橋市小児慢性特定疾

病医療受給者証又は船橋市小児指定疾病医療費助成登録証等を交付された方を対象に、

年 2回、通院（月 1日以上の通院もしくは月 20日未満の入院）、入院（月 20日以上の連

続した入院）に応じて、支給している。 

 

１１ 原子爆弾被爆者援護事業 

地方自治法に基づく千葉県知事の事務処理の特例及び協定により認定申請受付や被爆

者手帳の交付、各種手当支給申請の窓口業務を行うほか、保健所を会場にした原子爆弾

被爆者健康診断を年 2 回実施している。また、市の単独事業として、原爆被爆者見舞金

の支給を行っている。 

 

１２ 精神保健福祉事業 

市民の精神保健の向上、精神障害者の福祉の推進を図るため、精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律に基づく相談、訪問を実施するとともに、警察官の通報等の受理対

応や精神障害者社会復帰事業、普及啓発や家族支援事業など各種事業を展開し、入院届

等の事務、成年後見申し立てや利用支援事業等を行っている。 

そして精神障害への正しい知識の普及のため、当課が事務局となり船橋市精神保健福

祉推進協議会による各種住民啓発事業を実施している。 

さらに令和３年度から精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをす

ることができるよう、精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進事業を開始。

事業推進の協議の場として船橋市地域精神保健福祉連絡協議会を設置し、地域課題の共

有化と、地域包括ケアシステム構築に資する取組みを推進する。 
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１ 母子保健事業 

 

(1)母子健康手帳の交付 

妊娠届出に基づき母子健康手帳を交付し、妊娠・出産から就学までの一貫した健康管

理と母性意識の高揚を図っている。 

 

   区分 

年度 
交付数 

令和元年度 5,236 

令和 2年度 4,901 

令和 3年度 4,638 

 

(2)妊婦健康相談 

母子健康手帳交付時に妊婦に対し保健師等が個別に面接し、妊婦の持つ問題点を把握

し、適切な保健指導と関係機関との連携を図るとともに、母子保健制度の活用、異常の

早期発見、早期治療、妊娠高血圧症候群の予防、低体重児などの出生防止を図っている。 

 

   区分 

年度 
相談者数 

令和元年度 5,025 

令和 2年度 4,730 

令和 3年度 4,473 

 

(3)不安を抱える妊婦への分娩前ＰＣＲ検査 

令和 2 年 8 月より、厚労省「新型コロナウイルス感染症の流行下における妊産婦総合

対策事業」対策の一環として、不安を抱える妊婦への分娩前ＰＣＲ検査を実施した。 

 

   区分 

年度 
件数 

 

保健所実施 償還払 

令和 2年度（8月～） 181 172 9 

令和 3年度 19 11 8 

 

(4)新型コロナウイルスに感染した妊産婦への支援 

令和 2 年 8 月より、厚労省「新型コロナウイルス感染症の流行下における妊産婦総合

対策事業」対策の一環として、新型コロナウイルスに感染した妊産婦への支援を実施し

たが、対象者がいなかった。 

   区分 

年度 
件数 

令和 2年度（8月～） － 

令和 3年度 － 
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(5)母性教室「はじめてママになるための教室」 

妊娠、出産、育児についての正しい知識の普及と先輩ママとの交流等により不安の解

消を図り、安全な妊娠・出産と健全な育児を促している。また、友達づくりを推進し、

妊婦の孤立化防止を図っている。同様の教室を産科医療機関で実施されているため、令

和元年度をもって、本事業は終了とした。 

 

 区分 

年度 
実施回数 受講者数（延べ人数） 

令和元年度 85 1,045 

  

(6)両親学級「パパ・ママ教室」 

沐浴実習や妊婦擬似体験、グループワーク等により、夫婦が協力して子育てや家庭づ

くりが出来るよう、促している。 

 

 区分 

年度 
実施回数 受講者数（延べ人数） 

令和元年度 42 2,137 

令和 2年度 4 36 

令和 3年度 48 711 

 

※令和 2 年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止していたが、3 月から内容を一部変更

して再開。 

 

(7)妊婦健康診査 

妊婦一般健康診査受診票 14回分を妊婦に交付し、医療機関等で受診する妊婦健康診査

の一部を負担し、異常の早期発見や早期治療、正しい知識の普及を図ると共に、安全な

妊娠・出産を促している。また、令和３年度より多胎妊婦へ追加５回分の助成を開始し

た。 

（単位：件） 

 区分 

年度 
総受診者数 

令和元年度 59,701 

令和 2 年度 55,416 

令和 3 年度 54,003 
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(8)新生児聴覚検査 

聴覚障害は、早期に発見され適切な支援が行われた場合には、聴覚障害による音声言

語発達等への影響が最小限に抑えられることから、その早期発見・早期療育を図るため、

令和 3年度より新生児聴覚スクリーニング検査の費用を一部助成している。 

（単位：件） 

 区分 

年度 
総受診者数 

令和 3 年度 3,798 

 

(9)産婦健康診査 

産後 2 週間、産後 1 か月など出産後間もない時期に行う産婦に対する健康診査（母体

の身体的機能の回復、授乳状況及び精神状態の把握等）に係る費用を助成することによ

り、産後の初期段階における母子に対する支援をしている。 

（単位：件） 

 区分 

年度 
総受診件数 

令和元年度 7,141 

令和 2 年度 6,497 

令和 3年度 6,853 

 

(10)宿泊型産後ケア事業 

産後に家族等から十分な家事・育児等の支援が受けられない母子を対象に、医療機関

の空きベッドを利用して、心身のケアや育児のサポート等を実施している。 

 

 区分 

年度 
利用件数 

令和元年度 105 

令和 2年度 145 

令和 3年度 166 

 

(11)妊産婦・新生児・低体重児訪問指導・こんにちは赤ちゃん事業 

生後 60日までの乳児のいる全家庭に、看護師や助産師又は保健師が訪問し、育児支援、

養育環境の把握、子育て支援情報の提供、適切なサービスを行い、虐待の未然防止を図

っている。 

 

     

区分 

年度 

こんにちは赤ちゃん訪問数（実数） 
妊産婦訪問 

（実数） 
 新生児訪問 

指導員 

赤ちゃん 

訪問員等 
保健師 

令和元年度 4,352 1,682 1,861 809 1,676 

令和 2年度 4,504 1,789 2,008 707 1,779 

令和 3年度 4,349 1,795 1,845 709 1,783 
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(12)４か月児健康相談 

発育・発達の節目である生後 4 か月児に全数相談を行い、育児不安に早期に対応し、

虐待の予防や前向きに子育てが出来るように支援している。 

 

 区分 

年度 
相談者数（窓口対応含む） 

令和元年度 4,049 

令和 2年度 2,933 

令和 3年度 3,390 

※令和 2・3年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、集団での開催は中止。 

 

(13)船橋市ブックスタート事業 

出来るだけ早い時期にすべての子どもに「本」と出会う機会をつくること、親子が絵

本を通して親子の絆を深めること等を目的に 4か月児健康相談時に来所者に絵本の配布、

市内 4カ所の保健センターに「絵本読んでねコーナー」を設置している。 

（単位：人） 

 区分 

年度 
配布人数 

令和元年度  4,041 

令和 2年度 2,933 

令和 3年度 3,384 

 

(14)乳児健康診査 

乳児一般健康診査受診券を 2回分交付し、生後 3～6か月、9～11か月の時期の医療機

関で受診する健康診査により、異常の早期発見や早期治療、適切な療育を促している。 

（単位：件） 

 区分 

年度 
総受診者数 

令和元年度  8,531 

令和 2 年度 8,629 

令和 3年度 7,803 
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(15)１歳６か月児健康診査 

発達の目安が比較的容易に得られやすい 1 歳 6 か月の時期に総合的な健康診査（内科

健診は受診票を発行し医療機関にて実施）を行い、異常の早期発見や早期治療を図ると

共に、適切な療育を促している。（日曜日健診については、令和 2・3年度は実施なし。） 

 

 区分 

年度 
健診者数 

令和元年度 4,231 

令和 2年度 4,909 

令和 3年度 4,524 

 

(16)親子教室「ひよこ教室」 

1 歳 6 か月児健康診査の事後指導教室として実施し、親子又は集団での遊びの体験や

保護者への継続指導を通して、親子関係の改善や児の発達を促している。 

 

 区分 

年度 
参加者数 

令和元年度 1,200 

令和 2年度 － 

令和 3年度 11 

※令和 2年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。 

※令和 3年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止していたが、再開に向け 3月に少人数 

制の「親子のふれあい広場」を実施。 

 

(17)３歳児健康診査 

身体発育、精神発達の面から特に重要な 3 歳の時期に総合的な健康診査（内科健診は

受診票を発行し医療機関にて実施）を行い、異常の早期発見や早期治療、適切な療育を

促している。（日曜日健診については、令和 2・3年度は実施なし。） 

 

 区分 

年度 
健診者数 

令和元年度  4,425 

令和 2年度 4,873 

令和 3年度 4,484 
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(18)母子健康講座 

心の成長が著しい幼児期、特有の心身の特徴や健康上の問題を抱えやすい思春期の子

どもを持つ保護者を対象に、臨床心理士による健康講座を実施している。 

 

 区分 

年度 
実施回数 受講者数（延べ人数） 

令和元年度 6 108 

令和 2年度 － － 

令和 3年度 6 44 

※令和 2年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。 

 

(19)母子健康教育 

乳幼児の健康の保持増進を図り、保護者の育児への不安を解決する。また、中学生に

対して思春期特有の心身の特徴の理解を促す健康教育を実施。保健センターの他、児童

ホーム、公民館、自治会館、学校、イベント会場などで実施している。 

 

 区分 

年度 
実施回数 受講者数（延べ人数） 

令和元年度 152 4,169 

令和 2年度 2 6 

令和 3年度 18 652 

 ※令和 2・3年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため縮小。 

 

(20)母子健康相談 

乳幼児の心身発達や健康に関して個別に相談を行う。保健センターの他、児童ホーム、

公民館、自治会館、イベント会場などで実施している。 

 

 区分 

年度 

地区 

実施回数 

相談者数 

（延べ人数） 

窓口 

開催日数 

相談者数 

（延べ人数） 

令和元年度 216 1,426 1,746 4,135 

令和 2年度 8 45 1,512 1,190 

令和 3年度 25 137 1,515 1,004 

 ※令和 2・3年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため縮小。 
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(21)保健師による家庭訪問 

妊産婦や乳幼児のいる家庭に保健師が訪問し、心配事や不安を解消し、安心して子育

てが出来るよう支援している（新生児・低体重児訪問の一部を含む）。 

 

 区分 

年度 

訪問指導者数 

（延べ人数） 

令和元年度 4,510 

令和 2年度 3,028 

令和 3年度 2,665 

 

(22)子育て世代包括支援センター「ふなここ」 

妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援を提供するため、各種相談に応じるとと

もに医療機関や子育て支援機関、学校などの関係機関と連携し、児童虐待の未然防止に

努める。 

 

 区分 

年度 
窓口開催日数 相談者数（延べ人数） 

令和元年度 47 253 

令和 2年度 243 2,627 

令和 3年度 242 2,962 

 ※令和 2年 1月 22日開設 

 

(23)養育医療 

出生時体重 2,000 グラム以下又は医師が未熟児と診断した児が指定医療機関に入院治

療する場合の医療の給付を行っている。 

 

区分 

年度 
新規申請者 給付者 給付件数 

令和元年度  96 107 541 

令和 2 年度  98 99 506 

令和 3 年度 103 127 639 
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(24)育成医療 

身体に機能障害がある児童が指定医療機関で障害が改善される治療（主に手術）をす

る場合の医療の給付を行っている。 

 

区分 

年度 
新規申請者 給付者 給付件数 

令和元年度 55 73 215 

令和 2 年度 25 39 129 

令和 3年度 51 52 136 

 

(25)療育給付 

結核にかかっている児童が、指定医療機関で入院治療をする場合、その医療等の給付

を行っている。 

 

区分 

年度 
新規申請者 給付者 給付件数 

令和元年度 － － － 

令和 2 年度 － － － 

令和 3 年度 － － － 

 

(26)特定不妊治療費助成 

特定不妊治療（体外受精及び顕微授精）を受ける夫婦を対象に、その治療に要する費

用の一部を助成し、経済的な負担の軽減を図る。制度改正により、令和 3 年 1 月治療終

了分から、受給要件の緩和、助成額の増額を行った。 

 

 区分 

年度 
助成件数 

令和元年度  788 

令和 2 年度  680 

令和 3 年度 1,307 
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(27)一般不妊治療費等助成 

一般不妊検査及び治療（男性不妊を含む）を受ける夫婦を対象に、その治療に要する

費用の一部を助成し、経済的な負担の軽減を図る。 

 

 区分 

年度 
助成件数 

令和元年度 451 

令和 2 年度 413 

令和 3 年度 410 

 

(28)不妊専門相談 

不妊や不妊治療に関することについて、産婦人科医師や助産師による個別相談を実施

している。 

（単位：件） 

 区分 

年度 
医師（面接） 助産師（面接） 助産師（電話） 

令和元年度 4 2 1 

令和 2年度 12 (2※1) 6 1 

令和 3年度 8（1※2） 2 0 

※1.再掲：（ ）内は新型コロナウイルス緊急事態宣言のため電話対応。 

※2.再掲：（ ）内は本人の体調不良により電話対応。 

 

(29)不育症検査助成 

不育症検査のうち、保険適用を見据え先進医療として実施されるものを対象に令和３

年度から検査費用の一部を助成する。 

（単位：件） 

 区分 

年度 
助成件数 

令和 3年度 - 

 

  

２ 成人保健事業 

 

(1)健康手帳 

健康手帳の交付は平成 29年 4月より、原則として対象者による厚生労働省ホームペー

ジからのダウンロードによるものとなった。自らの健康管理と適切な医療に資するよう

健康手帳の利用を促している。 
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(2)糖尿病教室 

糖尿病は、日常生活と食生活の改善が大切であり、健康増進、疾病の予防、合併症の

予防を図るため実施する。 

 

 区分 

年度 
実施回数 受講者数（延べ人数） 

令和元年度 6 94 

令和 2 年度 － － 

令和 3 年度 6 74 

※令和 2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。 

令和 3年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 8月～9月中止。 

 

(3)健康講座 

生涯にわたる健康づくりを多角的にとらえ、各方面から健康を見直すための講座を実

施する。 

 

 区分 

年度 
実施回数 

受講者数 

（延べ人数） 

令和元年度 7 175 

令和 2 年度 － － 

令和 3 年度 4 52 

 ※令和 2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。 

令和 3年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 8月～9月中止。 

 

(4)運動教室 

適度な運動を習慣化することにより、生活習慣病の予防と改善を促し、運動習慣定着

のきっかけづくりとして実施する。 

 

 区分 

年度 
実施回数 

受講者数 

（延べ人数） 

令和元年度 91 1,635 

令和 2 年度 16 257 

令和 3 年度 80 1,044 

 ※令和 2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため縮小。 

令和 3年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 8月～9月中止。 
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(5)地区健康教育 

健康づくりや生活習慣病予防などの啓発の一環として、町会・自治会、公民館などの

協力を得ながら地区住民の要望を取り入れて、実施している。 

 

 区分 

年度 
実施回数 受講者数（延べ人数） 

令和元年度 425 12,200 

令和 2 年度 12 160 

令和 3 年度 58 788 

※令和 2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため縮小。 

令和 3年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 8月～9月中止。 

 

(6)成人健康相談 

生活習慣病予防や健康全般について、保健センターのほか、各公民館、自治会館、集

会所などで定期的に個別相談を実施しているものもある（40歳未満も含む）。 

 

 区分 

年度 
実施回数 受講者数（延べ人数） 

令和元年度 484  6,807 

令和 2 年度 139  196 

令和 3 年度 218 301 

 ※令和 2、3年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため縮小。 

 

(7)骨密度測定と骨粗しょう症相談 

超音波骨密度測定器により骨密度を測定し、骨粗しょう症予防のための日常生活の改

善を促し、健康づくりの推進を図っている（40歳未満も含む）。 

 

 区分 

年度 
実施回数 受講者数（延べ人数） 

令和元年度 111 2,973 

令和 2 年度 － － 

令和 3 年度 85 1,265 

 ※令和 2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。 

 ※令和 3年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止、回数縮小の月あり。 
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(8)保健師による家庭訪問 

訪問指導を必要とする家庭に訪問し、健康の保持増進、疾病の予防、早期発見、正し

い療養の仕方など対象に合わせた保健指導を実施している。 

 

 区分 

年度 
訪問指導者数（延べ人数） 

令和元年度 714 

令和 2 年度 54 

令和 3 年度 27 

 ※令和 2.3年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため縮小。 

  

(9)公園を活用した健康づくり事業 

市民が身近な公園で手軽に出来る運動習慣を身につけ、自主的な健康づくりが推進さ

れるよう自治会及び市民団体等の協力により実施した。 

 

 区分 

年度 
実施公園数 実施回数 

参加者数 

（延べ人数） 

令和元年度 38 6,643 224,253 

令和 2 年度 35 777 20,445 

令和 3 年度 34 5,359 139,827 

※令和 2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、11月 15日から 12月 25日までの期間の

み実施。 

※令和 3年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、9月の事業は中止。 

 

(10)船橋市地域・職域連携推進協議会 

地域保健と職域保健の連携を図り、生涯を通じた健康づくりを継続的に支援するため、

協議会及び作業部会を開催し、各種周知啓発用媒体の作成や研修会等を開催している。 

 

 区分 

年度 

協議会 

開催回数 

作業部会 

開催回数 

講演会・研修会 

開催回数 

令和元年度 1 1 1 

令和 2 年度 － 1 － 

令和 3 年度 1 1 － 

※令和 2年度の協議会については、書面報告を行った。 

 ※令和 3年度の協議会及び作業部会は書面開催で行った。  
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(11)自殺対策事業 

市民や相談支援者の自殺予防の意識を高め自殺対策を推進するため、ゲートキーパー研

修等を行った。 

 

 区分 

年度 
回数 参加者数 

令和元年度 2 156 

令和 2 年度 2 40 

令和 3 年度 2 10,299 

※令和 2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため人数制限を行い実施。 

※令和 3年度は、市役所全職員（教職員含む）を対象にｅラーニングにて 1回実施。 

 

(12)受動喫煙防止対策事業 

望まない受動喫煙をなくすため、市民や事業所へ周知啓発を行うとともに、義務違反内

容を把握した場合は適切な助言指導を行った。 

 

 区分 

年度 
相談対応件数 

令和元年度 254 

令和 2 年度 284 

令和 3 年度 150 

 

(13)熱中症予防対策事業 

熱中症の危険性が極めて高くなる暑熱環境が予測される場合に、国民に「気づき」を与

え、予防行動を促すため、熱中症警戒アラートが発表された時に周知啓発を行った。 

 

 区分 

年度 
熱中症警戒アラート発表回数 

令和 2 年度 18 

令和 3 年度 8 

 ※千葉県での熱中症警戒アラート発表＝船橋市の発表基準 
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(14)成人歯科健康診査 

生涯における歯と口腔の健康を確保し、食生活をはじめとする日常生活の質の向上を

図るため、成人期からの切れ目のない歯・口腔疾患の予防支援策として、20歳・30歳・

40歳・50歳・60歳・65歳・70歳の市民を対象に実施している。 

 

 区分 

年度 
対象者数 受診者数 受診率 異常なし 要指導 

要精密・ 

要治療 

令和元年度 54,973 3,810 6.9 291 826 2,693 

令和 2年度 54,031 3,655 6.8 281 829 2,545 

令和 3年度 53,072 3,506 6.6 290 859 2,357 

 

 

３ 栄養保健事業 

 

(1)母子栄養保健事業 

生涯を通して健康的に過ごすためには、乳幼児期からの生活習慣の基礎づくりが大切

であり、その中でも規則正しい食習慣の確立が重要である。 

また、4か月児健康相談や 1歳 6か月児健康診査・3歳児健康診査・健康教育などを通

して、規則正しい食習慣の基礎づくりのための栄養相談や栄養指導を行っている。 

さらに、継続した支援を行なうために個別に家庭訪問等による栄養指導を実施してい

る。 

 

年度 

区分 

令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 

回数 参加者数 回数 参加者数 回数 参加者数 

母 性 教 室 43 478   
  

4 か 月 児 

健 康 相 談 
121  2,488 － － 22 295 

1 歳 6 か月児 

健 康 診 査 
68 802 43 284 72 743 

3 歳 児 

健 康 診 査 
69  292 43 112 72 358 

地 区 健 康 教 育  42 1,086 2 51 8 125 

地 区 栄 養 相 談  45  223 2 13 12 58 

訪 問 栄 養 指 導 

(面接等含む ) 
  187  444  121 

窓 口 栄 養 相 談  241  164  97 

 ※母性教室（はじめてママになるための教室）は令和元年度をもって終了。 
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 ※令和 2年度は 4か月児健康相談を新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。 

  ※令和 2年度の 1歳 6か月児及び 3歳児健康診査の回数については、個別相談を受けていない日があ

るため、1歳 6か月児及び 3歳児歯科健康診査の回数と異なる。 
※令和3年度1～3月は、集団事業の中止に伴い、各保健センターで予約制の４か月児健康相談を実施、

栄養士が従事した回数と参加者数。 

 

(2)成人栄養保健事業 

健康的な生活習慣を確立するために、健康教育や健康相談などの各事業を通して、健

康の保持増進及び生活習慣病の予防を促すために栄養指導を行っている。また、保健事

業の参加者で必要な方には家庭を訪問し、栄養状態を把握した上で、食生活の改善と疾

病の予防を図るために、継続的な栄養指導を行っている。 

 

年度 

区分 

令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 

回数 参加者数 回数 参加者数 回数 参加者数 

糖 尿 病 教 室 6 94 － － 5 65 

C K D 教 室 4  76 － － 2 31 

地 区 健 康 教 育 73 1,665 2 29 10 90 

なんでも食事相談  22 85 10 28 21 52 

成 人 栄 養 相 談 30 601 － － － － 

訪 問 栄 養 指 導 

(面接等含む) 
 32  36  33 

窓 口 栄 養 相 談  82  38  42 

 ※令和 2年度は糖尿病教室、CKD教室、成人栄養相談を新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

※令和 3年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため一部中止。栄養士が従事した回数および参

加者数。 
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(3)食育推進事業 

乳幼児期から食べることの意義や一人ひとりが自分自身で健康を守ることを理解し、

豊かな食生活を営むことができる能力を育てることにより、規則正しい食生活の確立と

共に心の健全な育成を図っている。 

 

年度 

区分 

令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 

回数 参加者数 回数 参加者数 回数 参加者数 

食 育 講 座 72 631 － － 4 24 

食 育 ミ ニ 講 座 88 4,050 － － － － 

歯みがキッズ教室 2 418 － － － － 

ヘルシーフェア等 14 1,283 － － － － 

 ※令和 2年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。 

 ※令和 3年度は食育ミニ講座、歯みがキッズ教室、ヘルシーフェア等は新型コロナウイルス感染症拡

大防止のため中止。食育講座は 2月～新型コロナウイルス感染症拡大防止のため定員を縮小し一部保健

センターで実施。 

 

(4)食環境整備事業（「ふなばしＭＯＲＥベジ協力店」推進事業）  

市民が、外食や中食においても健康的な食事ができるよう、野菜摂取量の増加につなが

る取り組みを行う飲食店等を「ふなばしＭＯＲＥベジ協力店」として登録し、旬の野菜や

船橋産の農産物を摂取しやすい環境整備の推進を図るとともに、健康づくりを支援する。 

 （単位：店） 

区分 協力店登録数 

令和 2 年度 80 

令和 3 年度 104 

 ※令和 2年度の協力店登録数は令和 2年 11月 15日から令和 3年 3月 31日までのもの。 
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(5)食育展 

市内における食育を推進するため、庁内食育関係各課及び市内食育関係団体等との連

携により、６月の食育月間にパネル展示やイベント等による食育展を開催している。 

 

 

 

 

 

 

 

※食育展期間中に実施した主なイベントとその来場者数 

※令和 2年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止  

  ※令和 3年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のためパネル展示のみ（イベント開催なし） 

 

(6)食生活改善推進事業 

栄養・運動・休養のバランスのとれた生活習慣を身につけた上で、地域の中で活動す

る食生活サポーターを育成し、行政と協働で地域の食生活改善の啓発活動を実施してい

る。 

 

年度 

区分 

令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 

回数 参加者数 回数 参加者数 回数 参加者数 

食生活サポ

ーター養成

講座・研修会 

43 408 1 43 1 36 

食生活サポ

ーターの活

動 

38 7,731 5 245 152 261 

※令和 2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため縮小。 

※令和 3年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため縮小。回数は各家庭に訪問し個別に資料

配布を行った場合も計上したため増加。 

 

４ 歯科保健事業 

 

(1)妊婦歯科健康診査 

歯科疾患が重篤しやすい妊娠期に、協力歯科医療機関にて実施している。 

 

 区分 

年度 
対象者数 受診者数 受診率 異常なし 要指導 

要精密・ 

要治療 

令和元年度 5,493 1,581 28.8 144 121 1,316 

令和 2年度 5,139 1,282 24.9 124 71 1,087 

令和 3年度 4,846 1,509 31.1 143 78 1,288 

 

年度 イベント来場者数 イベント内容 出展数 

令和元年度 
134 

みそ汁試飲、太巻き寿司

の講習会 
11課・8団体 

令和 2年度 － － － 

令和 3年度 － － 9課・8団体 
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(2)１歳６か月児歯科健康診査 

1 歳 6 か月児は、離乳完了後における食習慣の基礎づくりのスタートラインであり、

嗜好の傾向が決まる時期でもある。口腔内では乳歯もかなり萌出し、むし歯にかかりは

じめる時期であるため、口腔内異常の早期発見、予防の指導及び相談を実施している。 

 

  区分 

年度 
実施回数 受診者数 

むし歯のある 

 者の割合（％） 

令和元年度 68 4,231 0.6 

令和 2年度 63 3,554 0.5 

令和 3年度 72 3,756 0.21 

 

(3)幼児歯科指導（こどもの歯科相談） 

0 歳から 3 歳未満までの幼児に、むし歯予防の相談を実施し、併せて保護者に対して

も歯科指導を実施している。 

 

 区分 

年度 
実施回数 

参加者数 

（幼児） 

参加者数 

（保護者） 

令和元年度 48 139 146 

令和 2年度 － － － 

令和 3年度 － － － 

※令和 2・3年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。 

 

(4)２歳６か月児歯科健康診査 

2歳 6か月児を対象に歯科健康診査、相談及びフッ化物歯面塗布（希望者）を実施し、

併せて保護者に対しても歯科指導を実施している。 

 

 区分 

年度 
実施回数 受診者数 

むし歯のある 

者の割合（％） 

参加者数 

（保護者） 

令和元年度 77 3,497 2.8 3,659 

令和 2年度 － － － － 

令和 3年度 108 3,013 1.7 － 

※令和 2年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。 
※令和 3年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点より、滞在時間を短くするため保護者への歯 

科指導は実施せず 
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(5)３歳児歯科健康診査 

3 歳児は乳歯列が完成し、食事や間食の選択も自己主張できるようになり、乳歯のむ

し歯の急増期にあたる。また、1人あたりのむし歯の本数も多くなることから、むし歯の

有無と同時に、要注意の歯や指しゃぶり等による咬合異常の発見、予防の指導及び相談

を実施すると共に、併せて保護者の口腔内観察も希望者に実施している。 

 

 区分 

年度 
実施回数 受診者数 

むし歯のある

者の割合（％） 

参加者数 

（保護者） 

令和元年度 69 4,425 8.3 991 

令和 2年度 63 3,653 5.7 － 

令和 3年度 72 3,843 5.6 － 

※令和 2・3年度の参加者数（保護者）に関しては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。 

 

(6)歯みがキッズ教室 

各保健センターにおいて、夏休みの期間を利用して 3 歳から就学前までの幼児を対象

に歯科健診及び指導や相談を行うとともに、フッ化物歯面塗布（希望者）を実施する。

併せて保護者に対しても歯科健診及び指導を行い、口腔疾患の予防啓発を推進している。 

 

 区分 

年度 
実施回数 

参加者数 

（幼児） 

参加者数 

（保護者） 

令和元年度 2 214 204 

令和 2年度 － － － 

令和 3年度 － － － 

※令和 2・3年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。 

 

(7)巡回歯科指導 

市内の私立保育園・私立幼稚園の園児に歯みがき指導を行うと共に、療育支援課施設

（マザーズホーム・親子教室等）に通園している児に歯科健診・歯みがき指導、フッ化

物塗布を行なっている。また、特別支援学校の小・中・高等部の児童・生徒に対し、歯

みがき指導を行っている。 

 

   年度 

区分 

令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 

回数 実施者数 回数 実施者数 回数 実施者数 

私 立 保 育 園 ・ 

幼 稚 園 歯 科 指 導 
29 1,207 7 199 30 1,131 

療 育 支 援 課 施 設 

歯 科 健 診 
12 171 10 117 12 133 

市立特別支援学校 

歯 科 指 導 
3 96 － － － － 

 ※令和 2年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止もしくは縮小。 
 ※令和 3年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため市立特別支援学校歯科指導は実施せず。 
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(8)歯科衛生士による家庭訪問等 

介護保険認定外の在宅虚弱者や幼児等に歯に関する相談・指導を行っている。 

 

 区分 

年度 

指導者数 

（面接等含む） 

令和元年度 73 

令和 2年度 800 

令和 3年度 186 

 ※令和 2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、一時的に中止していた 1歳 6か月児及

び 3歳児歯科健康診査の郵送等で回収した問診票から、フォロー者を抽出し、電話等で相談・指導

を行ったため、指導者数が大幅に増加した。 

 

(9)母子歯科保健事業 

各保健センター、地区において歯の健康づくりの普及啓発を行っている。 

 

年度 

区分 

令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 

回数 参加者数 回数 参加者数 回数 参加者数 

母 性 教 室 43 478     

４か月児健康相談 121 2,488 － － － － 

地 区 健 康 教 育 49 1,399 3 102 － － 

地 区 健 康 相 談 52 278 4 26 － － 

食 育 講 座 72 631 － － 4 24 

※令和 2年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止もしくは縮小。 

※令和 3年度は既存事業（保育園・幼稚園歯科指導）を優先的に再開させるため、地区教育は実施せ 

 ず 

 

(10)成人歯科保健事業 

各保健センター、地区において歯の健康づくりの普及啓発を行っている。 

 

年度 

区分 

令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 

回数 参加者数 回数 参加者数 回数 参加者数 

糖 尿 病 教 室 2 50 － － 2 28 

地 区 健 康 教 育 68 1,267 3 51 2 41 

地 区 健 康 相 談 29 308 － － － － 

骨密度測定時歯科相談 22 264 － － － － 

※令和 2・3年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため実施を中止もしくは縮小。 
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(11)歯・口の健康啓発事業 

生涯にわたり、自分の歯で食事が出来るように歯の健康づくりの推進事業を実施して

いる。 

 

年度 

区分 
令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 

高 齢 者 の よ い 歯 

コ ン ク ー ル 参 加 数 
35 － 19 

親 と 子 の よ い 歯 

コ ン ク ー ル 参 加 数 
52 － － 

歯 ・ 口 の 健 康 啓 発 

標 語 作 品 総 数 
4,836 － 4,081 

ヘ ル シ ー 船 橋 フ ェ ア 等 

参 加 数 
1,716   

※ヘルシー船橋フェアは令和元年度にて終了 

※令和 2年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。 

※令和 3年度親と子のよい歯コンクールは、国からの通知により実施せず。 

 

(12)フッ化物洗口事業 

歯の生え変わりの時期にフッ化物による洗口を集団的、継続的に行うことにより、永

久歯の健康の保持増進を図るため市立小学校において実施している。 

 

年度 

区分 
令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 

施 設 数 54 － 15 

ク ラ ス 数 681 － 246 

フ ッ 化 物 洗 口 実 施 者 数 20,189 － 7,253 

健康教育・説明会開催回数 160 1 44 

参加者数（保護者を含む） 16,032 59 12,167 

※令和 2年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止もしくは縮小。 
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５ 栄養指導事業 

 

(1)給食施設指導 

給食施設における栄養管理の水準の向上を図るため、個別巡回指導を実施するととも

に、集団指導では、給食施設管理者及び従事者を対象に研修会を開催している。         

 

①給食施設状況  

区  分 

施 

設 

総 

数 

管理栄養士の

みいる施設 

管理栄養士・栄養士 

どちらもいる施設 

栄養士のみ 

いる施設 
管
理
栄
養
士
・
栄
養
士 

ど
ち
ら
も
い
な
い
施
設 

管理栄養士 

必置施設 

施

設

数 

管
理
栄
養
士
数 

施

設

数 

管
理
栄
養
士
数 

栄

養

士

数 
施

設

数 

栄

養

士

数 

指

定

数 

令和元年度 286 101 118 47 96 81 96 120 42 9 

令和 2 年度 291 107 134 47 98 91 95 116 42 9 

令和 3 年度 297 113 141 49 109 97 89 113 46 9 

 

②給食施設指導状況 

年度 

 

区分 

個別指導 集団指導 

巡回指導施設数 
その他指導 

施設数 
回数 

参加延べ 

施設数 

令和元年度 87 191 2 207 

令和 2 年度 － 147 － － 

令和 3 年度 28 113 － － 

※その他指導施設数：電話相談等（延べ数）。 

※令和 2年度は個別巡回指導、集団指導を新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。 

※令和 3年度は集団指導を新型コロナウイルス感染症の影響により中止。 

 

(2)健康づくり公開講座 

市民が食生活や運動、休養、禁煙などの生活習慣の改善に加え、日常生活で取り組む

ことが出来る健康づくりのヒントを得る学習の機会として開催している。 

（単位：人） 

 区分 

年度 
参加者数 

令和元年度 102 

令和 2 年度 － 

令和 3 年度 42 

※令和 2年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。 

※令和 3年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため Web開催。 
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(3)国民健康・栄養調査等事業   

国民（県民）の身体状況や栄養摂取量等の状況を明らかにし、国民の健康増進の総合

的な推進を図る基礎資料を得るため、健康増進法に基づき国民健康・栄養調査等を実施

している。 

 

①国民健康・栄養調査 

 

 区分 

年度 
地区数 実施世帯数 実施人数 

令和元年度 1 4 7 

令和 2 年度 － － － 

令和 3 年度 － － － 

 ※実施人数は栄養摂取状況調査の協力者数 

 ※令和 2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。 

※令和 3年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。 

 

②県民健康・栄養調査 

 

 区分 

年度 
地区数 実施世帯数 実施人数 

令和 2 年度 該当年度だが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。 

令和 3 年度 該当年度だが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。 

 

③乳幼児栄養調査 

 

 区分 

年度 
地区数 実施人数 

令和 3年度 10年に一度のため実施なし 

 

(4)健康ちば協力店推進事業  

メニューの栄養成分表示、健康・栄養情報の提供、ヘルシーオーダーへの対応やたば

こ対策などに取り組む飲食店等を「健康ちば協力店」として登録し、市民が外食等にお

いても主体的に健康づくりに取り組めるよう食環境の整備を図る。（事業主体は千葉県） 

令和 2 年 11 月より食環境整備事業（「ふなばしＭＯＲＥベジ協力店」推進事業）を開

始したことに伴い、終了とした。 

（単位：店） 

区分 協力店登録数 

令和元年度 59 

令和 2年度 － 
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(5)食品の表示に関する指導  

地域住民が自らの健康を考えた食品や料理等を選択出来るよう、関連企業・食品営業

者等に対して、食品の栄養成分表示等の相談・指導を行っている。  

（単位：件） 

          年

度 

指導内容 

令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 

虚偽誇大広告について 4 4 4 

食品表示（保健事項） 54 46 34 

 

 (6)免許申請 

（単位：件） 

年度 

職種 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 

管理栄養士 105 66 93 

栄養士 92 76 58 

調理師 178 208 180 

 

(7)調理師試験 

 

年度 

区分 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 

受験者数（人） 107 96 74 

合格者数（人） 72 70 56 

合格率（％） 67.0 72.9 75.7 

 

６ 保健センター管理運営業務 

 

(1)設置目的 

市民の健康づくりを推進するためには、保健・医療体制の充実は社会生活を営む上で

欠かすことの出来ない最も基本となるものである。 

少子高齢化、核家族化の進展、疾病構造の変化に伴い、保健予防に対する住民ニーズ

は多様化している。 

市民の健康を保持・増進するため、地域に密着した健康相談、健康教育、健康診査等

の保健サービスを総合的に行う拠点としている。 

 

(2)施設の概要 

保健衛生思想の普及を図るため、栄養の改善、健康増進、妊産婦・乳幼児の保健指導、

健康診査、歯科予防、その他の疾病の予防等対人保健サービスを総合的に行なっている。 
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７ 千葉県肝炎治療特別促進事業 

B型及び C型肝炎患者のインタ－フェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核

酸アナログ製剤治療にかかる医療費を助成することにより、将来の肝硬変・肝がんの予

防及び肝炎の感染防止、ひいては県民の健康の保持・増進を図ることを目的として申請

を受付けている。 
 

肝炎治療受給者証申請状況     

    （単位:件） 

区分 

年度 
申請件数 認定者数 

令和元年度  356  356 

令和 2 年度 358 357 

令和 3 年度 330 330 

 

８ 難病対策事業 

 

(1)指定難病医療費助成制度                                     

平成 27年 1月に施行された「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づき千葉

県が実施する指定難病医療費助成制度の窓口業務及びそれに伴う事務処理を行い、難病

の患者に対する良質かつ適切な医療の確保及び難病の患者の療養生活の質の維持向上を

図っている。令和 3年 11月から対象疾病が 333疾病から 338疾病に拡大された。 

（単位：人） 

年度 受給者数 

令和元年度 4,261 

令和 2 年度 4,695 

令和 3 年度 4,482 

※特定疾患受給者数を含む。 

※令和 2 年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、更新申請を実施せず有効期間を自動延長

した。 

 

(2)難病相談事業 

①在宅療養支援計画策定・評価事業 

（単位：人） 

区分 

 

年度 

支援計画

策定 

実施件数 

支援計画評価 

実施件数 

構 成 員 延 べ 人 員 

医師 保健師 看護師 ｹｱﾏﾈｼﾞｬ－ その他 

令和元年度 24 24 12 24 36 19 115 

令和 2 年度 9 9 5 8 14 8 36 

令和 3 年度 10 9 5 10 18 6 45 
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②訪問相談員派遣事業 

（単位：件） 

   

区分 

年度 

訪問相談 

実施回数 

訪 問 相 談 従 事 者  延 人 員 

保健師 看護師 介護福祉士 栄養士 その他 

令和元年度 148 41 66 10 11 20 

令和 2 年度 78 22 31 1 11 13 

令和 3 年度 103 24 52 0 13 14 

 

③講演会・医療相談事業 

 

実施時期 実施会場 対象疾患・参加人数 実  施  内  容 

令和 3年度は新型コロナウイルス感染症の影響により開催なし 

 

④訪問相談員育成事業 

 

実施時期 対象者 延人員(名) 実  施  内  容 

令和 3年 4月 28日 難病訪問相談員 4 在宅酸素療法について 

 

⑤保健所保健師等活動状況 

（単位：件） 

区分 

年度 

家庭訪問 窓口相談 電話相談 

実 数 延べ件数 実 数 延べ件数 実 数 延べ件数 

令和元年度 99 173 74 93 231 854 

令和 2 年度 37 54 39 45 424 1,040 

令和 3 年度 46 59 81 100 496 1,068 

 

⑥難病対策地域協議会 

 

実施時期 実施会場 参加人数 実  施  内  容 

令和 3年度は新型コロナウイルス感染症の影響により開催なし 

 

(3)千葉県先天性血液凝固因子障害等治療研究事業    

先天性血液凝固因子障害等患者の治療に係る医療保険等の自己負担分を治療研究事業

として公費負担することにより、患者の医療費の負担の軽減を図っている。 

（単位：件） 

年 度 受 給 者 数 

令和元年度  14 

令和 2 年度 18 

令和 3 年度 19 
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９ 小児慢性特定疾病児童等支援事業 

 

小児の慢性疾病で治療が長期にわたり保護者の医療負担も高額となる特定疾病にかか

っている児童の医療給付を行う。なお、小児慢性特定疾病医療費支給事業（国事業）に

該当しなかった児童に対し、小児指定疾病医療費助成事業（市事業）を実施している。 

 

(1)小児慢性特定疾病医療費支給事業及び船橋市小児指定疾病医療費助成事業受給者の状況 

(単位：件） 

                         

年度 

疾患群 

令和 3年度 

国事業 市事業 

1．悪性新生物 77 － 

2．慢性腎疾患 28 17 

3．慢性呼吸器疾患 27 7 

4．慢性心疾患 124 6 

5．内分泌疾患 156 2 

6．膠原病 24 1 

7．糖尿病 33 － 

8．先天性代謝異常 21 － 

9．血友病等血液疾患 12 2 

10．免疫疾患 2 2 

11．神経・筋疾患 69 4 

12．慢性消化器疾患 48 1 

13．染色体又は遺伝子の変化に伴う症候群 19 17 

14．皮膚疾患 5 1 

15. 骨系統疾患 12 1 

16. 脈管系疾患 3 － 

計 660 61 

 

(2)小児慢性特定疾病審査会 

（単位：件） 

区分 

年度 
開催回数 審査件数 承認 不承認 

令和元年度 12 298 298 （64）      － 

令和 2 年度 12 101 101  （6）        － 

令和 3 年度 12 303 303 （49）      － 

※（ ）は小児指定疾病医療費助成事業受給者の承認数。 

※令和 2 年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、更新申請を実施せず有効期間を自動延長

した。 
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(3)小児慢性特定疾病児童等自立支援事業 

平成 27年 1月の児童福祉法改正により、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業が法に

位置づけられ、相談支援や講演会・交流会を実施している。 

 

①自立支援相談件数  

                           （単位：件） 

区分 

年度 

家庭訪問 窓口相談 電話相談 

実数 延べ件数 実 数 延べ件数 実 数 延べ件数 

令和元年度 6 6  44  47  196  250 

令和 2 年度 9 9 34 40 301 551 

令和 3 年度 7 7 30 33 335 512 

 

②講演会・交流会 

 

実施時期 実施会場 対象・参加人数 実  施  内  容 

令和 3年度は新型コロナウイルス感染症の影響により開催なし 

 

    ③慢性疾病児童等地域支援協議会 

 

実施時期 実施会場 参加人数 実  施  内  容 

令和 3年度は新型コロナウイルス感染症の影響により開催なし 

 

１０ 難病患者援助金支給事業 

特定医療費（指定難病）受給者証、船橋市小児慢性特定疾病医療受給者証又は船橋市

小児指定疾病医療費助成登録証等を交付されている患者に対し、入院 10,000 円（月 20

日以上入院）、通院 5,000円（月 1日以上通院）を申請により支給している。 

 

難病患者援助金支給状況  

（単位：件（＝月数）） 

区分 

年度 
通院 入院 

令和元年度 32,827 1,588 

令和 2 年度 35,270 1,617 

令和 3 年度 35,133 1,536 
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１１ 原子爆弾被爆者援護事業 

 

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づき、原子爆弾被爆者への手帳の交付

や、健康の保持・生活の維持のための各種手当の申請を受け付けている。 

また、被爆者健康手帳の交付を受けた者に対し、原爆被爆者見舞金を支給している。 

 

(1)被爆者健康手帳交付状況  

（各年 3月 31日現在 単位：人） 

   区分 

年度 
新 規 転 入 転 出 死 亡 

本年度末 

手帳交付数 

令和元年度 － 3 1 15 203 (6) 

令和 2 年度 － 1 － 10 194 (7) 

令和 3 年度 － 6 1 13 186 (7) 

※（ ）内は被爆者健康診断受診者証交付数。 

 

(2)被爆者健康診断実施状況 

（各年 3月 31日現在 単位：人） 

  区分 

年度 
施 設 対象者数 受診者数 受診率(%) 要精検者数 

令和元年度 
保健所 

前期 214 12 5.6 2 

後期 204 10 4.9 6 

委託医療機関  64  31 

令和 2 年度 
保健所 

前期 198 － － － 

後期 193 － － － 

委託医療機関  48  22 

令和 3 年度 
保健所 

前期 189 － － － 

後期 189 － － － 

委託医療機関  32  19 

 ※令和 2、3年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、保健所分の実施はなし。 
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(3)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく各種手当の支給状況 

（各年 3月 31日現在 単位：件） 

年度 

区分 
令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 

医 療 特 別 手 当 6 5 4 

特 別 手 当 3 3 4 

原子爆弾小頭症手当 － － － 

健 康 管 理 手 当 155 147 142 

保 健 手 当 8 8 7 

総 数 172 163 157 

介 護 手 当 1 1 0 

健 康 手 当 164 155 150 

葬 祭 料 13 10 13 

※ 健康手当は県単独事業であり、総数に含まず。 

 

(4)原爆被爆者見舞金支給状況 

 

年度 

区分 
令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 

支給者数 194 186 173 

 

１２ 精神保健福祉事業 

 

(1)相談状況 

精神保健福祉法第 47条の規定に基づき、市長が指定した精神科医師（相談医）、精神

保健福祉士、保健師等により精神保健福祉に関する相談・訪問指導業務を実施した。 

○精神科医師による相談 

 毎月 4回 

○精神保健福祉士・保健師による相談 

 電話・来所相談を随時実施 

○精神保健福祉士・保健師による訪問 

 受診勧奨、受療援助、生活指導等を目的として実施 

 

精神保健福祉来所相談・訪問指導件数 

（単位:件※） 

      区 分 

年 度 
実数 

性別内訳 
延べ数 

男 女 

令和元年度 403 191 212 872 

令和 2 年度 310 140 170 540 

令和 3 年度 358 173 185 620 

※以下内訳中⑤精神科医師による相談件数を含む。 
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【内 訳】 

①令和 3年度男女別年齢別来所相談・訪問指導件数 

（単位:件※）  

区分 実数 男 女 延べ数 男 女 

年   齢 

20歳

未満 

20～39

歳 

40～64

歳 

65歳

以上 

不

明 

来所 194 100 94 248 140 108 31 104 86 27 - 

訪問 164 73 91 372 182 190 － 66 238 68 － 

計 358 173 185 620 322 298 31 170 324 95 - 

※⑤精神科医師による相談件数を含む。 

 

②令和 3年度来所相談・訪問指導実施状況（相談の種別） 

（単位:件※） 

区 

 

 

分 

総 

 

 

数 

相 談 の 種 別 主 た る 問 題 

診
療
に
関
す
る
こ
と 

社
会
復
帰 

生
活
支
援 

手
帳
・
自
立
支
援
医
療 

そ
の
他
の
相
談 

 

精
神
疾
患 

 

ア
ル
コ
ー
ル 

 

覚
醒
剤 

 

そ
の
他
の
中
毒 

 
ギ
ャ
ン
ブ
ル 

 

心
の
健
康
相
談 

 

思
春
期
の
相
談 

 

老
年
期
の
相
談 

 

摂
食
障
害
の
相
談 

 

て
ん
か
ん 

ゲ
ー
ム 

う
つ
・
う
つ
状
態 

（再掲） そ

の

他

の

相

談 

ひ
き
こ
も
り
の
相
談 

発
達
障
害 

自
殺
関
連 

(

再)

自
殺
者
の
遺
族 

犯
罪
被
害 

災
害 

来

所 

男 140 51 36 14 - 39 56 8 - - 2 8 3 2 - 1 6 14 (9) (10) (7) (-) (-) (-) 40 

女 108 52 4 11 - 41 43 2 - - - 9 7 5 1 2 - 6 (1) (3) (1) (-) (-) (-) 33 

計 248 103 40 25 - 80 99 10 - - 2 17 10 7 1 3 6 20 (10) (13) (8) (-) (-) (-) 73 

訪 

問 

男 182 59 26 76 - 21 121 24 - - - 2 - 3 - - - - (-) (2) (22) (-) (-) (-) 32 

女 190 62 30 76 - 22 142 2 2 - - 6 - 9 - 3 - - (-) (13) (13) (-) (-) (-) 26 

計 372 121 56 152 - 43 263 26 2 - - 8 - 12 - 3 - - (-) (15) (35) (-) (-) (-) 58 

計 620 224 96 177 - 123 362 36 2 - 2 25 10 19 1 6 6 20 (10) (28) (43) (-) (-) (-) 131 

※⑤精神科医師による相談件数を含む。 

 

③令和 3年度来所相談・訪問指導実施状況（援助の内容別） 

（単位:件※） 

区 分 総 数 
医学的

指 導 

受 療

援 助 

生 活

指 導 

社会復

帰援助 

紹 介

連 絡 

方 針

協 議 
その他 

来 所 248 64 5 15 4 16 64 80 

訪 問 372 9 50 146 37 3 88 39 

計 620 73 55 161 41 19 152 119 

※⑤精神科医師による相談件数を含む。 
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 ④令和 3年度電話相談件数  ⑤精神科医師による相談 

 （単位:件）   （単位:件） 

区分                 精神保健福祉相談  年度 件数 

男 2,361  令和元年度 35 

女 2,521  令和 2 年度 29 

不明 17  令和 3 年度 35 

計 4,899 

 

(2)精神科医療等 

①医療保護入院に伴う市長の入院同意状況 

精神保健福祉法第33条第1項の規定による「医療保護入院」が必要であると認められた

精神障害者に家族等がないとき、又はその家族等全員がその意思を表示することができ

ないときは、同法第33条第3項の規定により市長が同意者となり、医療保護入院している。 

 

医療保護入院に伴う市長の入院同意件数 

（単位:件） 

     区 分 

年 度 
依  頼 同  意 取下げ・却下 

令和元年度 12 12 － 

令和 2 年度 17 17 － 

令和 3 年度 13 13 － 

 

②法 27条の規定による精神保健指定医の診察等に係る申請・通報・届出状況 

一般人の申請（精神保健福祉法第 22 条）、警察官の通報（同法第 23 条）、精神科病院

管理者の届出（同法第 26 条の 2）並びに医療観察法指定通院医療機関の管理者及び保護

観察所の長の通報（同法第 26 条の 3）があった場合は、千葉県習志野保健所に連絡・報

告し、必要に応じて県保健所職員に同行した。 

 

法 27条の規定による精神保健指定医の診察等に係る申請・通報・届出状況 

（単位:件） 

   区 分 

 

 

年 度 

一般人 

(22条) 

警察官 

の通報 

(23条) 

警察官の通報内訳 精神科病 

院管理者 

の届出 

(26条の 2) 

医療観察法指 

定通院医療機 

関の管理者等 

(26条の 3) 

船橋警 

察  署 

船橋東 

警察署 

令和元年度 1 46 37 9 - - 

令和 2 年度 - 40 31 9 - - 

令和 3 年度 - 37 28 9 - - 
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③入退院届出等の状況 

管内にある 3 つの精神科病院から入退院（任意入院を除く）の届出等を受け、県へ提

出した。 

 

入退院届出等の状況 

（単位:件） 

  区分 

 

 

年度 

医療保護入院届 応急入院届 
医療保護

入院者の

退 院 届 

措置症 

状消退 

届 

措置入院

定期病状

報 告 書 

医療保護入

院定期病状

報告書 
指定医 特定医師 指定医 特定医師 

令和元年度 1,111 3 3 - 1,080 65 4 519 

令和 2年度 915 2 - - 906 38 2 515 

令和 3年度 982 1 1 - 940 61 8 464 

※管内 3病院のうち、2病院が応急指定及び特定病院の認定を受けている。 

※平成 26年 4月の精神保健福祉法改正により保護者制度が廃止された。 

 

(3)市長による成年後見人申し立て及び成年後見制度利用支援 

成年後見人が必要にもかかわらず、身寄りがないなどの理由により成年後見人の申し

立てができない精神障害者に対して、市長が家庭裁判所に成年後見開始の申し立てを行

った。また、申し立て費用や後見人に報酬を支払うことが困難な者に、費用の一部を助

成した。 

 

市長による成年後見人申し立て件数 

（単位:件） 

年  度 申  立 審  判 報酬助成 

令和元年度 2 1 22 

令和 2 年度 2 3 21 

令和 3 年度 3 2 30 

 

(4)精神障害者の社会復帰支援事業 

回復途上の精神障害者の社会復帰の促進及び地域における自立と社会参加の促進を図

り、社会生活への適応力を高めることを目的としてデイケアクラブを実施した。 

 

①デイケアクラブの活動状況 

（単位:人） 

     区 分 

 

年 度 

開催回数 

参   加   者 

実 人 数 延 人 数 

男 女 計 男 女 計 

令和元年度 41  10  5  15  177  53  230 

令和 2 年度 33 10 5 15 130 17 147 

令和 3 年度 27 11 5 16 83 9 92 
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②活動内容 

 

月 プ ロ グ ラ ム 内 容 

4 花見散歩（長津川調整池）、マスクステンシル、カレンダー作り、こいのぼり、風車創作 

5 ヨガ リラクゼーション、サイコロトーク、輪ゴム琴作り 

6 ボウリング、空気砲で射的、病気について語り合う会、紙飛行機選手権 

7 うちわづくり、暑中見舞いのはがき作り、大人の塗り絵、話し合い 

8 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため実施せず 

9 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため実施せず 

10 話し合い、芋づるリースかたち作り、すごろく、紙粘土 

11 話し合い、障害者週間記念事業、唯我独尊ゲーム、クリスマスリース装飾品作り 

12 クリスマスリースの装飾、年賀状作成、ボウリング、忘年会 

1 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため実施せず 

2 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため実施せず 

3 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため実施せず 

 

(5)普及啓発事業 

精神障害者に対する偏見、差別の解消のため、正しい知識の普及啓発を目的に講演会

を実施した。 

 

普及啓発講演会 

 

年 度 回数(回) 受講者数（人） 内  容 

令和元年度 1 40 演題「アルコール依存症からの回復」を支援する 

令和 2 年度 － － 
令和 2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の 

ため中止。 

令和 3 年度 1 8 
演題「アルコール関連問題」における支援のヒント 

※オンライン開催 
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(6)家族支援事業 

精神障害者を抱える家族の不安軽減、適切な治療環境づくり及び社会復帰の促進や家

族同士の支えあい、交流の場を設けることで、家族の孤立感を軽減し家族が元気になる

ことを目的に、こころの家族交流会、家族のための学習会を実施した。 

 

①こころの家族交流会 

 

年 度 回数（回） 
受講者数（人） 

※延数 
内    容 

令和元年度 3 39 

市内家族会会員が当事者家族を迎え、家族同士で日頃の体

験、悩んでいることや思っていることなどを自由に話しあ

い、共有する。 

令和 2 年度 － － 
令和 2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の 

ため中止。 

令 和 3年度 － － 
令和 3年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の 

ため中止。 

 

②家族のための学習会 

 

年 度 回数（回） 
受講者数（人） 

※延数 
内    容 

令和元年度 

全 3回 34 

統合失調症を抱える方の家族を対象に、疾病の理解や対応

の仕方、当事者による体験談、参加者同士の意見交換を行

った。 

全 3回 10 

アルコール問題を抱える方の家族を対象に、疾病の理解や

対応の仕方、当事者による体験談、参加者同士の意見交換

を行った。 

令和 2 年度 － － 
令和 2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の 

ため中止。 

令和 3 年度 － － 
令和 3年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の 

ため中止。 
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(7)船橋市地域活動支援センタ－ 

障害者総合支援法第 5条第 27項の規定に基づき設置し、相談支援事業、地域生活支援

事業等を実施した。 

○所 在 地：北本町 1‐16‐55 保健福祉センター3階  

○指定管理者：NPO法人 船橋こころの福祉協会 

○内 容：週間プログラム（生産活動、創作的活動、パソコン教室、料理、スポ－ツ）、フリー

スペース、電話相談、来所相談、指定相談支援事業 

○令和 3年度実績 

・来所相談                       452 件 

・訪問相談                       579 件 

・通所者延人数（日常生活支援事業対象者）   1,975 人 

・指定相談(特定)支援事業利用者数         113 人 

 

(8)船橋市精神保健福祉推進協議会 

医師会、医療機関、家族会、福祉関係学識経験者を委嘱して、精神障害回復者が社会

復帰するために必要な福祉施策を推進し、市民の精神保健の増進を図るための事業を実

施した。 

○開催回数：委員会 1回 幹事会 4回 

○実施事業 

 

①第 25回精神保健福祉ボランティア養成講座 

  新型コロナウイルス感染症拡大防止により中止 

 

②第 13回スポーツ交流大会（卓球） 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止により中止 

 

③第 31回こころの広場交流会 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止により中止 

 

④第 21回心の健康セミナ－ 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止により中止 

 

⑤冊子「市民のためのこころの健康・No.34」刊行 

発行年月日：令和 4年 3月 31日 

発行部数： 6,000部 

 

(9)船橋市地域精神保健福祉連絡協議会 

  精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進をはじめとする地域精神保健

福祉活動の推進について協議検討し、関係機関、関係団体等との連携及び協力体制の整

備等を図るため協議会を実施した。また部会として、精神障害にも対応した地域包括ケ

アシステム構築推進部会を設置し、地域課題の把握と課題解決に向けた取組み案の検討

および地域関係者間の顔の見える関係づくりの構築推進を実施した。 
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〇協議会 

  開催日：令和 3年 8月 5日 

  内 容：・地域精神保健福祉活動について 

      ・精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進事業について 

  出席者：7人 

 

 〇部会 

  1回目 

開催日：令和 3年 10月 26日 

   内 容：・船橋市における地域課題の把握について 

   出席者：21人 

   

  2回目 

   開催日：令和 4年 2月 22日 

   内 容：・個別支援課題の協議について 

       ・個別支援課題に対する取組み案の検討について 

   出席者：22人 


